
 

1頁 

○
総
務
省
令
第 

 
 

号 
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和 

 
年 

 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

高
市 

早
苗 

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

別 添 １  



 

2頁 

  
 

 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 
（
定
義
） 

（
定
義
） 

第
一
条 
［
略
］ 

第
一
条 

［
同
上
］ 

２ 

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 

２ 

［
同
上
］ 

［
一
～
十
二 

略
］ 

［
一
～
十
二 

同
上
］ 

十
三 

第
五
世
代
移
動
通
信
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス 

携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
で
あ
つ
て
、
第

五
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
（
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
で

定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
も
の
を
除
く
。
）
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

十
三 

第
五
世
代
移
動
通
信
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス 

携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
で
あ
つ
て
、
第

五
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
（
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無

線
設
備
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

［
十
三
の
二
～
十
八 

略
］ 

［
十
三
の
二
～
十
八 

同
上
］ 

十
九 

仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス 
移
動
端
末
設
備
（
携
帯
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
、
無
線
設
備
規
則
第
四

十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局
又
は
陸
上

移
動
局
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
令
第
四
十
九
条
の
二
十
八
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
若
し
く
は
第
四
十

九
条
の
二
十
九
の
二
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

用
い
て
利
用
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
に

移
動
端
末
設
備
を
接
続
す
る
利
用
者
に
対
し
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
基
地
局
を
設
置
せ
ず
に
提
供
さ

れ
る
も
の
（
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
利
用
者
料
金
の
設
定
権
を
有
す
る
者
が
提
供
す
る
も
の
に
限

る
。
）
を
い
う
。 

十
九 

仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス 

移
動
端
末
設
備
（
携
帯
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
、
無
線
設
備
規
則
第
四

十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局
又
は
陸
上

移
動
局
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
令
第
四
十
九
条
の
二
十
八
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
で
定
め
る

条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
て
利
用
さ
れ
る
電
気
通
信

役
務
で
あ
つ
て
、
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
移
動
端
末
設
備
を
接
続
す
る
利

用
者
に
対
し
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
基
地
局
を
設
置
せ
ず
に
提
供
さ
れ
る
も
の
（
当
該
電
気
通
信
役

務
に
係
る
利
用
者
料
金
の
設
定
権
を
有
す
る
者
が
提
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。 

［
二
十
～
二
十
五 

略
］ 

［
二
十
～
二
十
五 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



 

 

３頁 

附 

則 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


